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。



衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
米
軍
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
周
辺
で
の
爆
発
音
に
対
す
る
実
態
調
査
の
実
施
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
八
年
五
月
八
日
の
琉
球
新
報
に
お
い
て
「
四
月
十
四
日
午
後
一
時
四
十
二
分
に
八
十
四
・
五
デ
シ
ベ
ル
を
記
録

し
、
防
音
工
事
が
適
用
さ
れ
る
基
準
値
八
十
一
デ
シ
ベ
ル
を
三
・
五
デ
シ
ベ
ル
上
回
っ
た
」
旨
の
報
道
が
な
さ
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。

な
お
、
お
尋
ね
の
「
琉
球
大
学
が
沖
縄
工
業
高
等
専
門
学
校
屋
上
で
測
定
さ
れ
た
騒
音
度
」
に
つ
い
て
、
測
定
の
詳
細
に

つ
い
て
承
知
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
確
た
る
こ
と
を
申
し
上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
砲
撃
音
の
住
宅
防
音
工
事
の

評
価
基
準
で
あ
る
Ｌ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｎ
値
（
砲
撃
を
主
と
す
る
射
撃
、
爆
撃
そ
の
他
火
薬
類
の
使
用
の
頻
繁
な
実
施
に
よ
り
生
ず
る

音
響
の
影
響
度
に
つ
い
て
、
「
演
習
場
周
辺
住
宅
防
音
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
第
一
条
及
び
演
習
場
周
辺
の
移
転
補
償
等
の

実
施
に
関
す
る
訓
令
第
一
条
に
規
定
す
る
別
に
指
定
す
る
区
域
の
指
定
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日
付
け

防
地
防
第
三
四
八
三
号
防
衛
事
務
次
官
通
達
）
及
び
「
演
習
場
周
辺
に
お
け
る
住
宅
防
音
区
域
及
び
移
転
補
償
区
域
の
指
定

に
関
す
る
細
部
要
領
に
つ
い
て
」（
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日
付
け
地
防
第
三
四
八
四
号
防
衛
省
地
方
協
力
局
長
通
知
）

一



に
規
定
す
る
算
定
式
等
に
基
づ
き
、当
該
音
響
の
強
度
並
び
に
発
生
の
回
数
及
び
時
刻
等
を
考
慮
し
て
算
定
し
た
値
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
は
、
年
間
の
標
準
的
な
一
日
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
回
の
騒
音
の
発
生
を
も
っ
て

評
価
を
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

学
校
に
お
け
る
騒
音
に
つ
い
て
は
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
学
校
環
境
衛
生
基
準
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
号
）
に
お
い
て
、
教
室
内
の
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
は
、

窓
を
閉
じ
て
い
る
と
き
は
五
十
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
窓
を
開
け
て
い
る
と
き
は
五
十
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
さ
れ
て
お
り
、
同
基
準
を
解
説
し
た
「
「
改
訂
版
」
学
校
環
境
衛
生
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
（
平
成
二
十
二
年
三
月
文
部

科
学
省
作
成
）
に
お
い
て
、
窓
を
開
け
た
と
き
の
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
が
五
十
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
と
な
る
場
合
は
、
窓
を
閉
じ

る
等
適
切
な
方
法
に
よ
っ
て
音
を
遮
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
防
衛
省
で
は
、
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
の
防
音
工
事
の
助
成
を
行
っ
て
お
り
、
沖
縄
工
業
高
等
専
門
学
校
に
つ
い
て
も
、
一
定

の
基
準
を
超
え
る
騒
音
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
防
音
工
事
に
係
る
費
用
を
補
助
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
施
設
の
設
置

二



者
か
ら
の
防
音
工
事
の
要
望
が
な
い
こ
と
か
ら
騒
音
測
定
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
騒
音
状
況
の
詳
細
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
な

い
。
な
お
、
学
校
は
、
演
習
場
周
辺
住
宅
防
音
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
（
平
成
十
九
年
防
衛
省
訓
令
第
百
九
号
）
に
規
定
す

る
住
宅
防
音
工
事
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
琉
球
大
学
で
調
査
し
た
最
新
の
測
定
結
果
」
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
確
た
る
こ
と
を
申
し

上
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日
内
閣
衆
質
一
九
〇
第
二
三
七
号
）
三
及
び
四

に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
名
護
市
が
公
表
し
て
い
る
平
成
二
十
七
年
の
騒
音
測
定
結
果
に
よ
る
と
、
キ
ャ
ン
プ
・

シ
ュ
ワ
ブ
周
辺
で
八
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
騒
音
が
計
測
さ
れ
た
一
年
間
の
回
数
は
、
豊
原
及
び
辺
野
古
測
定
局
で
五
百
回
程

度
で
あ
る
と
承
知
し
て
お
り
、
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
周
辺
で
は
、
演
習
場
周
辺
で
住
宅
防
音
工
事
を
実
施
す
る
際
に
対
象

と
し
て
い
る
Ｌ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｎ
値
八
十
一
以
上
の
騒
音
が
発
生
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
考
え
て
い

る
。こ

の
た
め
、
現
時
点
に
お
い
て
、
住
宅
防
音
工
事
を
実
施
す
る
た
め
の
騒
音
度
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い

が
、
今
後
の
騒
音
状
況
に
応
じ
て
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。

三



四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
住
宅
防
音
工
事
を
実
施
し
た
県
外
の
自
衛
隊
演
習
地
周
辺
で
の
騒
音
調
査
結
果
等
に
関
す
る
資
料
の
提
供
と

説
明
」
に
つ
い
て
は
、
要
求
さ
れ
た
資
料
の
内
容
、
提
出
に
係
る
手
続
、
提
出
期
限
等
を
踏
ま
え
、
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応

し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四


